
令和６年能登半島地震に伴う大規模火災や北九州市鳥町食道街のような木造建物密集地域で大規模な火

災が発生しました。このような地域で火災が発生した場合、その被害は大きくなります。そのため、日頃

から地域の住民や自治会等の関係者が、自ら出火防止対策を行うことが大切です。そこで、以下の防火対

策をご確認ください。

住宅防火に努めましょう
春日・大野城・那珂川消防組合消防本部からのお知らせです

【こんろなど火を使用する設備または器具を使用するときの対策】

１ 使用中は絶対に離れない。
２ 周りに燃えやすい物を置かない。
３ Ｓｉセンサーなど安全装置付きのこんろを使用する。

※ こんろ火災は、火災原因の上位となっています。出火原因は使用中の放置です。

水は絶対にかけないでください！！

消火器での消火が有効です。
※消火器がない場合は、水で濡らし固
く絞ったバスタオルなどで鍋を覆い、
さらに上から絞ったタオルを重ねてく
ださい。

【住宅用火災警報器（住警器）の設置と維持管理】

住警器とは、住宅における火災を早期に発見し、警報音で知らせることのできるものです。
住警器の設置は義務化されています。また、電池式ですので10年を目安に交換が必要です。

定期的な点検を行いましょう。

義務設置個所
・寝室
・階段（2階に寝室がある場合）

年２回の点検を！

【地域ぐるみの防火訓練等の実施】

住宅密集地域では、一度火災が発生すると大規模な火災に発展する可能性があります。そこで、
地域ぐるみの自主的な防火訓練の実施をお願いします。
また、必要に応じて、消防署（消防本部）における訓練指導を行うことも有効です。その際は、

市役所の関係機関や消防署（消防本部）にご質問やご相談などをお願いします。
【問合せ先】春日市役所 安全安心課 TEL 092-584-1111（代表）

大野城市役所危機管理課 TEL 092-580-1899
那珂川市役所安全安心課 TEL 092-953-2211（代表）
消防署消防課 TEL 092-584-1198 消防本部予防課 TEL 092-404-0019

春日・大野城・那珂川消防組合消防本部
※本チラシに関する問合せ先： 0 92 - 4 0 4 - 0 0 1 9（消防本部予防課）



火災予防チェックシート 
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１  ゴミは、決められた場所、決められた時間に出している。  
２  家の周りは、整理整頓し、燃えやすいものを置いていない。  
３  こんろの使用中は、そばを離れない。  
４  こんろの周りには、燃えやすい物を置いていない。  
５  喫煙は、灰皿のある場所でしている。  
６  ガス漏れ火災警報器を取り付けている。  
７  最近よくブレーカーが落ちるなどの異常はない。  
８  たこ足配線はしていない、プラグにほこりをためていない。  
９  アースを取る必要のある器具は、必ずアースを取っている。  
10 消火器を設置している。使い方を知っている。  
11 避難場所までの経路を把握している。  
12 住宅用火災警報器を設置している。  
13 住宅用火災警報器の作動確認（点検）をしている。  

就 

寝 

前 
14  こんろは消した。  
15  ガスや元栓の点検をした。  
16  電気の点検をした。  
17  戸締りの点検をした。  

 
【担当】 

春日・大野城・那珂川消防組合消防本部  

予防課 査察係 

TEL    092-404-0019 

メール yobou@kon119.or.jp 

 


